
【1,312 人：32.9%】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2,671 人:67.1%】                                                                                                                                                                                           

 

平成２８年度の主な取組と課題 

○ 社会的養護の充実 

・社会的養護「都道府県推進計画」の策定及び同計画を踏まえた家

庭的養護の推進策の検討 

○ 自立支援の充実・強化 

・児童養護施設における自立支援コーディネーターの配置拡充 

・児童養護施設退所者等に対するすまい確保支援の実施 

・自立援助ホームにおけるジョブ・トレーナーの配置拡充 

○ 都立石神井学園の再編整備 

・連携型専門ケア機能モデル事業の着実な実施 

・児童棟改築工事の進行管理 

○ 児童自立支援施設の体制の強化等 

・体制強化に向けた職員の人材育成、継続した職員の確保 

・萩山実務学校全面改築の進行管理 

○ 乳児院の医療体制整備等 

・常時医療的ケアを提供できるよう看護師を増配置（2ヶ所） 

・治療的・専門的ケアが実施できる養育体制の整備（1ヶ所） 

○ 家庭的養護の推進 

・里親支援の充実強化 

・全児童相談所での里親支援機関事業の実施 

・里親トレーニング事業、里親開拓コーディネート事業の創設 

・乳児院・児童養護施設へ里親支援専門相談員の配置 

・児童養護施設グループホームの設置促進 

・本園からの支援員体制強化・賃貸物件の改修経費補助の拡充 

・サテライト型児童養護施設の設置促進 

・法人型ファミリーホームの設置促進 

・本園からの支援員体制強化・賃貸物件の改修経費補助の拡充 

○ 一時保護委託枠確保に伴う国型グループホームの増設 

ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ（小規模住居型児童養

育事業・H21.4.1 から法制度化） ファミリーホーム：養育家庭等で一定経験のある者が、事業届出

の上、自宅で５人又は６人の児童を養育する制度（H21～） 

専門養育家庭 専門養育家庭：養育家庭のうち、障害児や比較的程度の重い被

虐待児等を専門に預かる制度（Ｈ１５～） 

親 族 里 親 親族里親：里親のうち、一定の要件を満たす児童(両親の死亡に

より養育できない場合など)を、当該児童の扶養義務者及びその

配偶者である親族が養育（Ｈ１５～） 

養子縁組里親 

養子縁組里親：里親のうち、養子縁組を目的とする制度（Ｓ２３～） 

グループホーム：児童養護施設が地域に住まいを確保し、１グ

ループ６人程度の児童を入所させて養育する制度 

乳 児 院 乳児院：社会福祉法人等が乳児院を設置し、養護の必要な乳幼

児を養育する制度 

児童養護施設：社会福祉法人等が設置運営する施設と都立施

設がある。（都立施設は、東京都社会福祉事業団に指定管理） 
児童養護施設 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 
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定員 

年度末在籍 

登録家庭数 512 家庭 

委託児童数 360 人 

登録家庭数 14 家庭 

委託児童数 4 人 

登録家庭数 3 家庭 

委託児童数 3 人 

ホーム数 18 

委託児童数 82 人 

都制度 55H（328 人） 

国制度 84H（504 人） 

63 施設定員 3,206 人 

在籍 3,079 人 

10 施設 定員 481 人 

在籍 424 人 

児童自立支援 施設触法・虞犯少年等の自立を支援  ２施設 在籍 189 人(他県割愛委託含む) 

  

 
自立援助ホーム 児童養護施設の退所児童等の就労自立支援事業  19 ホーム 在籍 91 人 
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※28 年 3 月 1 日現在 

（里親は 3 月末※速報値） 

※ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑは児童養護施設の内数 

養育家庭 

(ほっとﾌｧﾐﾘｰ) 

委託児童数 31 人 

                                 

 

 

 

 

東京都の社会的養護の現状と取組 
社会的養護の状況 

○ 社会的養護児童数の推移                  （各年度３/１現在、単位：人） 

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

３，９９０ ３，９５２ ３，９８０ ３，９２７ ３，９６１ ３，９８３ 

・社会的養護を必要とする子どもたちは、３，９００人台で横ばい傾向にある。 

○ 支援の難しいケアニーズを有する児童の増加 

 ・家庭の様々な事情により、児童養護施設や乳児院、里親などの社会的養護の下

に育つ子どもたちは、虐待により心に深い傷を受けたり、情緒的問題や学習の

遅れを抱えていたりする児童が多く見受けられる。  

社会的養護 

○ 親がいない子どもたちや、親がいても様々な事情によ

りともに暮らすことができないなど、家庭での養育に

欠ける子どもたちのために、家庭に代わって社会が用

意する養育環境の体系 

○ わが国においては、乳児院や児童養護施設などの児童

福祉施設で養育するいわゆる施設養護と里親制度を代

表する子どもを家庭的な環境の中で養育する家庭的養

護が大きな二本柱となっている。 

里

親

制

度 

養育家庭：一般の家庭を養育家庭（養子縁組を目的としない里

親）として認定し、児童の養育を委託する制度（Ｓ４８～） 

 

情緒的問題、行動上の問題を有する児童 

（児童養護施設入所児童） 

・情緒的問題    ⇒ ３７．４％ 

・反社会的行為   ⇒ １９．８％ 

・非社会的行為   ⇒ ３２．７％ 

・精神・発達的問題 ⇒ ２６．７％ 

（平成２７年度少子社会対策部調査） 

資料１４ 


